
   甲賀市市制施行２０周年記念市民提案事業補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、市民活動団体、事業所等（以下「市民活動団体等」という。）

がその専門性、柔軟性等を活かして実施する甲賀市市制施行２０周年記念市民提

案事業（以下「市民提案事業」という。）に対し、予算の範囲内において交付す

る甲賀市市制施行２０周年記念市民提案事業補助金（以下「補助金」という。）

の交付手続について甲賀市補助金等交付規則（平成１６年甲賀市規則第３４号）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （事業の種別） 

第２条 市民提案事業の種別は、次に掲げるとおりとする。 

 （１） 新規事業（甲賀市市制施行２０周年に併せて新たに実施する事業をいう。

以下同じ。） 

 （２） 既存事業（既に実施されたことのある事業又は継続して実施されている

事業であって、甲賀市市制施行２０周年を冠として実施するものをいう。以下

同じ。） 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次

の各号のいずれの要件も満たすものとする。 

 （１） 次のいずれかの市民提案事業であること。 

  ア 新規事業 

  イ 既存事業 

 （２） 市長が別に定める甲賀市市制施行２０周年記念事業の趣旨及び基本方針

に沿った事業であること。 

 （３） 市内で実施される公益的な事業であり、多くの市民の参加及び交流が可

能な事業であること。 

 （４） 具体的な成果等が期待でき、持続的な効果及びまちづくりへの波及効果

が図られる事業であること。 

 （５） 市民活動団体等の特性である専門性、柔軟性等を活かした新たな視点か

らの事業であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは補助対象事業



としない。 

 （１） 公序良俗に反するもの 

 （２） 営利を主たる目的とするもの 

 （３） 国、地方公共団体、外郭団体等から当該事業について委託され、又は補

助金を受けている、又は受ける見込みのあるもの 

 （４） 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的

とするもの 

 （５） 政治上の主義を推進及び支持し、又はこれに反対することを目的とする

もの 

 （６） 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定す

る公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）

若しくは公職にある者又は政党を推薦及び支持し、又はこれらに反対すること

を目的とするもの 

 （７） 法令、条例等に違反するもの 

 （補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれの要件も満たす者とす

る。 

 （１） 市民活動団体等であること。 

 （２） 活動拠点が市内にあること。 

 （３） 構成する会員が５人以上いること。 

 （４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団若

しくはその構成員（暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日

から５年を経過しない者を含む。）の統制下にある団体でないこと。 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補

助対象事業に係る別表に掲げる経費（第２条第２号の既存事業に該当する事業に

あっては、市民提案事業の実施のため新たに拡充した部分の経費に限るものとし、

備品購入費を除く。）とする。 

２ 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とす



る。 

 （１） 新規事業 補助対象経費の４分の３に相当する額（その額に１，０００

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）以内の額又は１００万円

のいずれか低い額 

 （２） 既存事業 補助対象経費の２分の１に相当する額（その額に１，０００

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）以内の額又は１００万円

のいずれか低い額 

 （実施期間） 

第６条 補助対象事業の実施期間は、事業着手の日から令和７年２月２８日までと

する。 

 （市民提案事業の提案） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、市制施行２０周年記念市民提案事業

提案書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに

市長に提出しなければならない。 

 （１） 定款、会則等 

 （２） 会員名簿 

 （３） 会の予算及び決算関係書類 

 （４） 事前の安全対策チェックシート 

 （市民提案事業の決定） 

第８条 市長は、採択する補助対象事業を決定したときは、市制施行２０周年記念

市民提案事業採択結果通知書（様式第２号）により、その結果を前条の規定によ

る提案をした者に通知するものとする。 

 （補助金の申請） 

第９条 前条の規定により補助対象事業の決定を受けた者で、補助金の交付の申請

をしようとするものは、市制施行２０周年記念市民提案事業補助金交付申請書（様

式第３号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 （１） 事業計画書（様式第４号） 

 （２） 収支予算書（様式第５号） 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 



第１０条 市長は、前条に規定する申請を受理し、審査のうえ適当と認めるときは、

速やかに補助金の交付を決定し、市制施行２０周年記念市民提案事業補助金交付

決定通知書（様式第６号）により前条の規定による申請をした者に通知するもの

とする。 

 （事業の変更） 

第１１条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助決定者」という。）が、補

助対象事業を変更しようとするときは、市制施行２０周年記念市民提案事業変更

（中止・廃止）申請書（様式第７号）を市長に提出し、市長の承認を受けなけれ

ばならない。 

 （変更の承認及び通知） 

第１２条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承

認すべきと認めたときは、市制施行２０周年記念市民提案事業変更（中止・廃止）

決定通知書（様式第８号）により補助決定者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第１３条 補助決定者は、補助対象事業の完了した日から起算して３０日を経過し

た日までに、市制施行２０周年記念市民提案事業実績報告書（様式第９号）に次

に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （１） 収支決算書（様式第１０号） 

 （２） 事業の内容とその成果が確認できる書類 

 （３） 活動が確認できる書類 

 （補助金の額の確定） 

第１４条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、交付すべき補助金

の額を確定し、速やかに市制施行２０周年記念市民提案事業補助金額の確定通知

書（様式第１１号）により補助決定者に通知するものとする。 

 （交付請求） 

第１５条 補助決定者は、前条の規定により補助金の額が確定した後に、市制施行

２０周年記念市民提案事業補助金交付請求書（前金払・概算払）（様式第１２号）

を市長に提出しなければならない。 

２ 補助決定者は、市長が事業の目的を達成するため、特に必要があると認めたと

きは、前金払又は概算払を請求することができる。 



 （補助金に係る帳簿等の保存年限） 

第１６条 補助金の交付を受けた者は、その事業に係る収入及び支出を明らかにし

た帳簿及びその証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業費に係る会計年

度終了後５年間保管しておかなければならない。 

 （情報公開等） 

第１７条 補助金の交付を受けた者は、第１３条に規定する実績報告書、前条に規

定する帳簿及び証拠書類その他補助対象事業に関する書類を事務所に備付け、一

般の閲覧に供さなければならない。ただし、個人情報については、この限りでな

い。 

 （その他） 

第１８条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   付 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

別表（第５条関係） 

補助対象経費 具体例 

消耗品費 資料等の用紙、事務用品等の購入費 

備品購入費（新規

事業に限る。） 

事業に必要な備品（事務備品は除く。）の購入費 

使用料及び賃借料 会場使用料及び機器の借上げ料 

印刷製本費 ポスター、プログラム、会議資料、活動報告書、計画書等の作

成のための印刷製本費 

委託費 事業の警備、会場設営等の費用 

その他 事業の実施に必要であると特に市長が認めるもの 

 


